
項目 目標

１．時間外勤務の
      縮減

各職員の1年間の時間外勤務時間
数の上限は原則360時間とし、時
間外勤務の縮減に努める。

２．年次休暇の取得
全職員の年次休暇の平均取得率
75％（15日）

男の産休の取得率100％かつ取得
日数合計5日以上

育児休業の取得率
男性職員13％
女性職員100％

４．女性職員の
      活躍推進

一般事務職における女性管理職
（課長級以上）の割合　20.0％

R2年度 R1年度 H30年度 H29年度 H28年度

年間 360時間以上の職員数 298人 299人 355人 261人 250人

対象者に占める割合 9.9% 10.0% 11.9% 8.6% 8.2%

取得率 56.5% 55.5% 53.5% 53.0% 54.5%

平均取得日数 11.3日 11.1日 10.7日 10.6日 10.9日

出産補助休暇取得率 81.1% 77.0% 72.9% 75.6% 57.4%

男性の育児参加休暇取得率 48.4% 41.4% 29.4% 44.2% 38.2%

合計取得日数 3.2日 2.7日 2.0日 2.6日 2.4日

男性 7.4% 8.0% 0.0% 3.5% 2.9%

女性 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

⑤一般事務職における
管理職に占める女性職
員の割合

各年4月1日時点の割合 18.1% 16.6% 15.8% 15.8% 14.9%

項目

長崎市職員ワークライフバランス推進計画に基づく取組

◎次世代法及び女性活躍推進法に基づく長崎市特定事業主行動計画

「長崎市職員ワークライフバランス推進計画（令和２年度～令和７年度）」における目標及び取組み

取組

・勤務状況の管理及び報告の徹底（継続）
・ノー残業デーの徹底（継続）
・長時間時間外勤務従事職員への健康診断（継続）
・長時間時間外勤務従事職員への医師の面接指導の実施（継続）
・時間外勤務命令の上限時間（原則年間360時間）の遵守（R元～）
・時間外勤務の多い所属の所属長ヒアリングや注意喚起・指導（R2～）

・年5日の年次休暇の確実な取得のための制度の周知（継続）
・各所属における年次休暇等取得計画表の作成（継続）
・週休日、休日、暑期休暇等と組み合わせた年次休暇の取得促進（継続）

３．仕事と生活の
　　両立支援

・ハラスメント防止のための研修会の開催や相談体制の周知（継続）
・妊娠・育児・介護等、職員の家庭状況に応じた人事上の配慮（継続）
・長崎市長のイクボス宣言（R元）
・庁内保育所設置の検討（R2）
・在宅勤務の試行　※テレワークの検討（R2～）
・育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務（R2～）
※令和２年度において、部局長を対象としたイクボス養成セミナーを企画
  したが、長崎市内での新型コロナウイルス感染症の拡大により、やむなく
  延期することとなった。

・自治大学校の女性幹部養成支援プログラム・市町村アカデミー等の
　外部研修への職員の積極的な派遣（継続）
・女性職員を対象としたキャリア目標設定支援や働き方を見つめなおす
　研修の充実・実施（H27～）
・管理職の女性先輩職員と若手女性職員の意見交換会の開催（H27～）
・初めて管理監督職になった職員に対する面談の実施（R元～）

◎女性活躍推進法第19条第6項に基づく取組の実施状況の公表

①時間外勤務上限時間

②年次休暇取得率

③男の産休

④育児休業取得率


